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自動車運送事業と独占禁止法

一一トラック，パス，タクシー事業を中心として一一

し だ かずたか

志田和隆
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はじめに

昭和40年代以降のモータリゼーションの進化

は，社会において自動車輸送を必要不可欠な存在

にした。トラック輸送であれば，宅配便といった

小口のものからプラントといった大型重量物まで

広範囲に利用されているように，旅客運送を担う

パスやタクシーを含めて，自動車輸送は人々には

身近な存在である。しかしながら，一般の人々に

は，自動車輸送の重要性を十分に理解されていな

いこともまた事実である。こうした状況の下，自

動車運送業界に変化をもたらしたのは，平成元年

の道路運送法の改正及び平成 2年12月の貨物自

動車運送事業法と貨物運送取扱事業法，いわゆる

「物流ニ法」の施行である。

「物流二法」が施行される以前の自動車運送事業

は， (1日)道路運送法に基づき，参入に関しては事

業免許制，運賃・料金および事業計画変更に関し

ては認可制がとられていた。こうした規制の中で

もトラック運送事業においては，運賃・料金につ

いて幅運賃制がとられ，運送業者が基準運賃の上

下10パーセント範囲内で運賃を自由に決めるこ

とができ，この部分での市場競争が認められてい

た。しかし，実際に取引される運賃(実勢運賃)

は，幅運賃の下限(基準運賃の 90パーセントの額)

を大幅に下回るものであり，認可運賃・料金と請

離した状況にあった。認可運賃を大幅に下回る額

による取引は，運送需要が減退するほど過度に行

われることになり，そのために各事業者の経営を

弱体化させ，さらに，運賃収受問題として顕在化

するのである。また，運賃・料金は，事業者団体

であり，地域ごとに設立されているトラック協会

が，事業者聞の調整を行なってきた。このことは，

道路運送法上の個別申請の原則と矛盾するもので

あり，事業者が経営的独自性を出せない状況にす

るのである。こうした統制的な手段は，事業者が

事業者団体の方針に従えば問題はないという認識

を生み， トラック協会等の事業者団体への依存度

を高くするのである。特に中小事業者の協会依存

度の高いことは，大手事業者と中小事業者との事
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業者間格差を拡大する要因である。大手企業が中

小企業を下請けなどの形で吸収し，大手企業の行

う事業の一部を請け負わせている状況になってい

るのは，事業者間格差の拡大が影響しているので

ある。

一方，旅客運送を担うタクシ一事業及び、パス事

業であるが，各事業者の事業者団体(タクシー協

会，パス協会等)への依存体質等は， トラック運

送事業のそれと全く変わらない。しかし，タクシー

事業及びパス事業が， トラック運送事業と決定的

に異なるところがある。それは，行政が事業規制

によって市場競争を否定していることである。事

業者の市場競争に対する取り組みの程度が全く異

なることから， トラック運送事業と比較して，行

政訴訟などの事件としてクローズアップされるこ

とが多いのである。しかし，こうした実態も政府

の政策が規制緩和の方向へ転換することで，従来，

既存事業者の権利という点から主張されてきたこ

と(例えば，路線の独占権)が認められなくなる

と同時に，事業者の経営上の独自性が問われるよ

うになることから，規制緩和や市場競争に対する

意識改革が求められているのである。

このような状況において道路運送法の改正及び

貨物自動車運送事業法が制定され，従来の法律の

よる規制区分が緩和ないし撤廃された結果，業界

内の競争が促進される方向にある。もちろん，競

争促進の観点からは，企業競争力の強化が必要だ

が，各事業者が安易に対応すれば，長時間労働や

過積載などの道路交通法からの違法行為，業務中

の事故の増加といった問題が新たに発生するので

ある。これらの問題は，運輸省及び審議会と各協

会が指導のもと，事業者間で調整が図られてきた

が，こうした調整方法は独占禁止法上違法となる

可能性があり新たな問題として表面化するのであ

る。

本稿では，筆者のこうした認識のもとに，自動

車運送事業における政府規制と独占禁止法との関

係で問われる課題として，運賃・料金の協定，-同

一地域・同一運賃」の原則，運送業者と利用者と

の取引関係上の問題等を検討し，今後の方向性を



探ることを目的とする。

第 1章 自動車運送事業の現状と規制緩和の動き

第 l節道路運送法改正以前の自動車運送事業

(1) 旧道路運送法における自動車運送事業の枠組

み

自動車運送事業は， 1990年 11月までは， (旧)

道路運送法の適用により事業が行われ，同法第3

条により，一般事業，特定事業，無償事業の 3種

に区分されていた。その区分の内訳は，一般事業

については，一般乗合旅客事業(乗合パス)，一般

貸切旅客事業(貸切パス)，一般乗用旅客事業(ハ

イヤー・タクシー)，一般路線貨物事業(路線トラッ

ク)，一般区域貨物事業(区域トラック)である。

各運送業者の事業は免許を受けた範囲に限定さ

れ，他の事業を行うには事業毎に運輸当局からの

免許が必要であった。

(旧)道路運送法第1条によれば，道路運送行政

の目的は，-道路運送事業の適正な運営及び公正な

競争を確保するとともに，道路運送に関する秩序

を確立することにより，道路運送の総合的な発展

を図り，もって公共の福祉を増進すること」であ

るとされている。しかし，この目的規定が暖昧に

解釈されてきたことから，道路運送事業における

政策の趣旨がわかりにくし結果，規制当局であ

る運輸省の裁量権を増大させ，規制の運用を強化

させてきた(~そして，自動車運送事業を含めて運

輸業界は，政府規制等の保護政策に採られてきた

ことも併せて，行政との結びつきが非常に強いと

いう点が特徴であるといえる。

(旧)道路運送法における主な規制の内容を見る

と，その内容は大きくふたつあげられる。それは，

免許制による参入規制と認可制による運賃規制で

ある。

前者の免許制における参入規制は， (旧)道路運

送法第4条において一般自動車運送事業を経営す

る者は，運輸大臣の免許を必要条件としている。

そして，その免許基準を同法第6条に 5項目をあ

げている。この免許基準は，需給要件(当該市場

において需要と供給が均衡すること)と資格要件

自動車運送事業と独占禁止法

(事業の内容が適切で，事業の遂行能力があるこ

と)を大きな条件の柱とするヘ前者の需給要件に

ついては，同法第6条第1項の 1号・ 2号に規定

されており，特に 2号では，-当該事業の開始に

よって当該路線又は事業区域に係る供給輸送力が

輸送需要量に対して不均衡とならないものである

こと」という規定をおいている。この規定は，需

給調整条項といわれるものである。

需給調整条項は，市場における供給企業数を特

定化するものであり，最適な企業数を決定するも

のである。この条項では，規制当局(自動車運送

事業の場合は，運輸省である)が，需要側の情報

と供給側の情報を十分に持っているから，市場に

よるテストを受けないでも市場の最適規模に関し

て熟知しているということを前提とする(3)。そし

て，この条項による基準は，限られた数の企業に

十分な規模の経済性を実現することを意図するの

である。また，事業から撤退する際も，一度提供

されたサービスが自由に休廃止されると，消費者

の利益が損なわれるおそれがあるとして政府の許

可を必要とする例。しかし，こうした規制当局の意

図が，ある部分では合理的な点があるといっても，

需給調整条項とその運用については多くの問題が

ある(5)。

需給調整条項とその運用についての問題点の例

として，以下のものがあげられる。第ーに，道路

輸送サービスは，需要の波動や需要発生の確率的

分布と即時財としての性格のため，稼働率が

100%となるものではない。それなのに，サービス

の入手の可能性が低下している状況でも，規制当

局側が実質的不均衡を認識せずに需給拡大等が十

分になされないということである。第二に，既存

業者の立場からは需給が均衡しているが，新規業

者の立場からは満たされない需要が存在するとの

認識から両者における意識の隔たりがあるという

ことである。結果的には，需給均衡として，既存

事業者の立場を重視した処理がなされるのであ

る。

免許基準のもうひとつの要件である資格要件

は， (旧)道路運送法第6条第1項の 3号・ 4号で
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規定しており，前述の需給調整条項と同法第6条

の2の欠格要件とあわせて適用されるものであ

る。しかし，この要件は条文上に明白な基準を設

定しているわけでもなしその時の世情を反映し

て，規制当局側の判断がかなり恋意的に運用され

るおそれがあると指摘されている。

一方，規制内容の後者にあげた認可制による運

賃規制は， (旧)道路運送法第8条に規定をおく。

同条第1項には，運賃・料金の設定および変更に

つき運輸大臣の認可が必要と定めており，第2項

には認可基準(5項目)を設けている。この認可

基準は表面上では，利用者の保護(差別的取扱の

禁止(2号)，過重な負担の禁止(3号))と，免

許を受けた運送業者の保護(適正利潤の保障(1

号)，不当な競争の抑止(4号))という二重の配

慮がなされている(6)。そして，この基準で問題とさ

れるのは，免許を受けた運送業者の保護としての

1号と 4号の規定である。

前者の 1号規定では，.能率的な経営の下におけ

る適正な原価を償い，且つ，適正な利潤を含むも

のであること」としており，これは，適正原価・

適正利潤の原則といわれるものである。後者の4

号規定は，.他の一般自動車運送事業者との聞に不

当な競争をひきおこすこととなるおそれがないも

のであること」と定めている。これらの基準から

決定される運賃・料金は，適正原価(営業費+営

業外費用)と適正利潤とのバランスにより判断す

る総括原価方式がとられている。

総括原価方式により決定される運賃・料金は，

基本的にはサービスの供給費用に依拠した運賃と

されている。この方式の指針は，収支比率がlを

下回ることがないと運賃引上げの要件が生じない

ことと，一定額以上の利潤はあげられなくなって

いることから，戦略的運賃による需要誘発が行わ

れにくいということである(7)。ここで問題とされ

るのは，適正原価の決定である。運賃計算の基礎

となる原価は，申請のあった事業者群を対象とす

る「標準原価」が採用される。標準原価は，全国

をいくつかのブロックに分け，そのブロックにお

ける特定事業者(公営事業者や規模の小さく費用
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構造が異なる事業者は除く)について加重平均を

とり，この平均値と各事業者の実績の中間値に基

づいて運賃が決定される。こうして決定される運

賃・料金は，一般に高費用の事業者に対して，経

営効率の改善を求めるという効果がある(8)。しか

し，加重平均算出のために選択される事業者が，

経営効率の悪い高費用事業者であれば，低費用の

事業者は運賃・料金を下げることなしより多く

の利潤を獲得できる。さらに問題なのは，高費用

事業者が経営効率の改善を怠り，非改善のままの

経営状況が温存されてしまうのである。結果的に

は，高費用の料金・運賃が提示されることの負担

はすべて，利用者にふりかかってくることになる

ため，事業者の判断には慎重を期さねばならない

のである。ところが，政策的には事業者保護重視

の方針から，コスト基準の高いところで運賃・料

金が決定されるのが実情である。

運賃・料金の決定方法として一例を取り上げて

みたが，認可基準につき整理してみると以下のよ

うになる。

(1日)道路運送法第8条第2項 1号は，能率的な

経営に向けて事業者による競争の結果を運賃の認

可に反映させるべきことを要請し，同項4号は，

不当な競争をひきおこすこととなるおそれのない

範囲内での運賃競争を認めることを要請する。こ

こでの行政側の審査方法は，原価と利潤が能率的

な経営のもとでの適正を判断するものとされる。

したがって 1号規定では，行政側(運輸省(局)) 

において，同規模の事業者の原価と利潤を調査し

て比較するなどの具体的な審査基準を設定し，申

請事業者に審査基準との相違の合理性を説明させ

るという方式をとることが合理的である。他方，

4号においては，当局は競争業者の運賃との格差

を一定の範囲において調整する義務を負うものと

解される(叫が，従来，.不当な競争をひきおこすお

それがないもの」の解釈として，運賃競争自体を

否定する方針がとられてきた。その結果として，

「同一地域・同一運賃」の原則が自動車運送事業に

共通した行政方針のひとつとしてとられてきたの

である。



「同一地域・同一運賃」の原則とは，日本全国を

交通・経済活動の面的一体性や都市部・郡部等の

地域性を考慮して各運輸局長が定めた各運賃適用

地域(運賃ブロック)に区分し，その運賃ブロッ

クごとに単一の運賃のみを認め，同ーの運賃ブ

ロックに複数の異なる運賃の存在を認めないとい

うものである(川。この行政方針は，昭和27年の道

路運送法の改正からとられ，昭和 30年7月の運輸

省自動車局長通達により明確にされた。その後，

昭和 48年 7月の運輸省自動車局長の各陸運局あ

て依命通達(11)が出され r同一地域・同一運賃」の

原則を前提とした運賃変更要否の検討基準及び運

賃原価算定基準が確立されたのである。しかし，

この原則については，昭和60年の MKタクシ一

事件(12)の判決において r道路運送法上，その立法

目的，諸規定の構造，立法者の意思などからみて

許されない」との判断がなされ，その後，運輸政

策上の問題として，様々な議論がなされることに

なるのである(詳しくは，第3章第4節にて検討

する)。

(2) トラック運送事業における規制とその状況

トラック運送事業における規制区分は， (旧)道

路運送法第3条の枠組みでは，一般路線貨物自動

車運送事業(以下，路線トラック事業という)と

一般区域貨物自動車運送事業(以下，区域トラッ

ク事業という)による免許制であったことは前述

した通りである。

路線トラック事業は，路線を定めて定期に運行

する自動車により積合せ貨物を運送する事業，一

般に定期便といわれるものである。行政上ではさ

らに細分化され，全国路糠業者(全国幹線路線網

の輸送を担当)，広域路線業者(本社所在地を管轄

する陸運局を核とする一定の経済圏内における輸

送を担当)，地域路線業者(ー陸運局および隣接局

内に営業拠点を配置し当該管内の輸送を担当)と

地域的に事業分野を定めて，事業者間での調整が

はかられてきたのである。

区域トラック事業は，一定の事業区域を定めて，

他人の需要に応じ貨物を運送する，いわゆる貸切

の運送事業である。路線の場合と異なるのは原則

自動車運送事業と独占禁止法

として複数の荷主の貨物を積み合せることが認め

られず，予め定めた事業区域を発地あるいは着地

とする貨物しか運送できないのである。

上記の区分から， トラック運送事業は，路線事

業については地域の大きさによる区分，区域事業

においては発地・着地のいずれかが事業区域に含

まれるという制約などにより，細分化された市場

において競争が制限されているのである(13)。

トラック運送事業の特質をあげてみると，第一

に，提供されるサービスが多様であるということ

である。その内容は，宅配便や引越輸送といった

一般向けのサービスから，商品物流といった企業

向けのサービスまである。しかし， (旧)道路運送

法の枠組みでは人為的に市場分割をすることで競

争を回避していたために， トラック運送事業が市

場の需要に適合しようとせず，運送業者が市場の

変化や技術の進歩へ対応できないという弊害を生

んだのである。また， トラック運送事業は，経済

学的に見ると，規模の利益が働きにくい産業であ

る。単純に運送を提供するだけであるならば，数

台という規模でも十分に事業が成り立つので，中

小企業の参入が多く，そのことはトラック運送業

における中小企業の割合が， 99.8% (1993年3月

現在)であることからも明らかである。

このように， トラック運送事業は，他の産業と

比較して近代化が遅れており，運送業者と荷主の

関係では，荷主の買手市場という状況になった。

その結果として， (1日)道路運送法上違法行為であ

る認可運賃以下の実勢運賃による取引や，独占禁

止法上違法である事業者間カルテルが行われるな

ど，社会的問題として表面化するのである。最近

では，流通業界を中心とした物流対策が流通系列

化という形で進められ， トラック運送業者への荷

主から要請が厳しくなり，従来から提供してきた

運送サービスでは不十分となった。こうしたこと

からも， (旧)道路運送法による枠組みでは実質的

に合わなくなっていることが明確になり，道路運

送法の改正および貨物自動車運送事業法等の制定

へのきっかけとなったのである。
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(3) タクシ一事業における規制とその状況

タクシ一事業は， (旧)道路運送法では，第3条

第 2項第3号における一般乗用旅客運送事業(一

個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し

切って旅客を運送する一般自動車運送事業)とさ

れていた。タクシ一事業は， (旧)道路運送法から

免許制がとられ，現行の道路運送法でも第4条に

おいて免許制は継続されている。

タクシ一事業の特徴としてあげられるのは，典

型的な中小企業産業であり，特に個人タクシーの

比率は約87%にまで及び，資本力の小さい中小零

細企業で成り立っていることである(14)。そのため

に業界内の過当競争を避けるという名目の上で，

参入規制(第6条)，事業計画変更規制(第 15条)

および運賃規制(第9条)が厳格に守られてきた。

これらの規制の中で行政方針として，需給調整条

項による参入規制と r同一地域・同一運賃」の原

則による運賃・料金の市場競争を否定する価格規

制は，以前から様々な議論がなされてきた。

需給要件による参入規制は，既存の企業の利益

を一方的に保証するものであり，タクシー業者の

事業拡大等の意欲を阻害する弊害があることを問

題のひとつにあげる。また，需給調整による行政

側の判断では，正確な需給予測の期待ができない

ので，規制の方法が恋意的になるおそれがあると

いうことも問題とされるのである(15)。たとえ，需

要予測が正確であったとしても，免許事業者の供

給量を減少させることができないことは，免許事

業における権利意識の問題と併せて，需要の減少

に対処するための施策を採ることが不可能である

ということである。また，需要が増大し供給が必

要とされる場合でも，規制当局側が増車申請の対

応をしても，事業者側が自発的に秩序を維持する

という暗黙の制約により増車がなされないという

こともある(16)。どちらにしても，参入規制が利用

者のニーズとはかけ離れたものであると理解でき

る。

「同一地域・同一運賃」の原則は，行政方針とし

てタクシ一事業へ厳格に採用されてきたは前述し

た通りであるが，採用されてきた根拠として，以
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下の 3点が指摘されている。第ーには，タクシ一

事業者の多くが中小企業であり営業形態が労働集

約的であることから，運賃競争の導入により事業

者聞の不当な競争が引き起こされ，労働条件の低

下とそれにともなう輸送安全性の低下，サービス

の質の低下が号|き起こされるということである。

第二には，複数の運賃が存在すればタクシーを選

択する場合に混乱し，客の奪い合いが起こるとい

うことである。第三には，運転者と利用者の間あ

るいは利用者側に，無用の混乱を生じさせるとい

うことである(17)。しかし，これらの懸案とされた

事項については，問題とするほどのものではなく，

行政側の危倶であったことは， MKタクシ一事件

の判決で指摘されたところである。そして，平成

元年の道路運送法の改正以降，タクシ一事業は，

規制緩和政策によって抜本的に見直されることに

なるのである。

(4) パス事業における規制とその状況

パス事業は， (旧)道路運送法では，一般乗合旅

客運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車

により乗合旅客を運送する一般自動車運送事業で

あり，例えば路線ノfスが該当する)と，一般貸切

旅客自動車運送事業(旅客を運送する一般自動車

運送事業で，乗合ノてスとハイヤー・タクシーを除

いたものであり，いわゆる貸切ノてスのことである)

の区分よる免許制(第4条)がとられている。こ

の枠組みは，前述のトラック運送事業が路線ト

ラック事業と区域トラック事業に区分されている

ことと類似するところである。

パス事業は，高度成長期以後，輸送分担率が低

落し続け，交通機関としての意義を急速に失って

いるが，路線ノfスと貸切パスとの比較ではそれぞ

れの状況は大きく異なっている(1九

乗合ノてス事業の状況は，事業者数が 1965年から

1990年までの 25年間，ほとんど変化がみられな

い。これは，乗合パス事業に対して，規制当局側

が一貫して参入規制を行ってきたことが大きく影

響している。その理由は，乗合ノTスは，路線撤退

が厳しく制限されることと合わせて参入規制も行

われ，内部補助を通じて不採算路線を維持し住民



の足を確保すること(特に地方における過疎地域

の代替交通機関のないところは重要視される)を

第1の目的としているということである。ただし，

この目的も利用者の減少にともなう採算路線の減

少から内部補助が不可能となり，その結果，不採

算路線が廃止に追い込まれるという問題が発生し

ており，対策が迫られている(19)(以下，第4章でも

自動車運送事業全体の課題として検討したい)。

乗合パス事業の特質は，路線網が特定の地域に

限定されており，各事業者は自社の営業区域内に

おいては路線網を独占的に与えられているが，独

占的地位が与えられる見返りとして，パスの運行

頻度や運賃の設定につき政府の認可を必要とす

る。同一路線に複数の事業者が運行する場合は，

運賃は全事業者向ーとされるので，パス事業者間

の競争はほとんど存在しないのである(20)。しか

し，乗合ノTス事業の変化として，一時期，高速道

路を利用する中長距離都市間ノてスの伸長がみられ

た。これは，高速道路の利用によってパスが鉄道

と所要時間や快適性で差がなくなり，運賃も鉄道

に比べて安く設定できることによるのである。鉄

道のー列車単位ほど輸送需要がないところでの直

通サービスの提供が可能であることから，新たな

需要を作り出している (2九ただし，高速パスの利

益が内部補助を可能にするほどのものではないた

め，中距離都市間ノてスが，乗合ノてス事業の経営環

境改善へのカンフル剤とまでなっていないのが実

態である。

一方，貸切ノてス事業の状況は，輸送人員が年々

増加し(2刊事業者数も 1965年から 1990年の 25

年間で2倍以上となっている(問。乗合ノfス事業と

対比すれば，貸切パス事業は伸長してきた事業分

野といえる。

貸切パス事業の特質は，事業区域を定めた免許

制，参入規制，事業計画変更規制，運賃規制があ

げられる。これらの規制にあって，運賃について

は上下 15%以内の幅運賃制がとられ，その範囲内

での価格競争が認められており，このことは区域

トラック事業と同様である。しかし，認可運賃以

下の運賃(実勢運賃)で取引が行われ競争が厳し

自動車運送事業と独占禁止法

く，実勢運賃での取引は，認可運賃を有名無実化

しているのである。こうした状況で発生した事件

が後述で検討する，間三重県ノTス協会事件(24)や細

大阪パス協会事件(阿なのである。

乗合ノfス事業と貸切パス事業の両方にいえるこ

とは，わが国のモータリゼーションの進行が著し

しその影響が非常に大きいこと (26)から，パスの

輸送手段としての役割が低下してしまったことで

ある。今後も，ノfス事業の活性化が課題となるで

あろうが，その解決のためには，新たな需要の掘

り起こし，地域需要に合わせた車両運用や運賃の

設定など，事業者の利用者に対するサービス提供

についての柔軟性が問われているのである。

第2節規制緩和の推進と自動車運送事業への対

策

前節では，平成元年の(旧)道路運送法改正以

前における自動車運送事業の状況を見てきた。規

制緩和政策の一環として(旧)道路運送法が改正

されることとなったが，改正以前から， (旧)道路

運送法による事業規制の弊害は指摘されていた。

ここでは，自動車運送事業における規制緩和の推

進過程について見ることにしたい。

規制緩和が論議されるようになったのは， 1970 

年代後半から欧米諸国で政府規制等の緩和が進め

られ， 1979年， OECDにおいて「政府規制等の見

直しのための理事会勧告」が出されてからである。

わが国では， 1982年に，公正取引委員会が「政府

規制等に関する見解」を公表し，また，臨時行政

調査会と臨時改革推進審議会より政府規制緩和に

ついての答申が出され 3公社の民営化がなされ

た。 1985年には，公的規制の在り方に関する新行

革審答申が出され，政府は規制緩和推進要綱につ

いて閣議決定を行なった。こうした流れから，わ

が国の社会的・経済的情勢の変化および公的規制

の見直しの動きを踏まえて，政府規制等の見直し

ゃ関連分野における競争確保・促進政策の検討が

行われてきたのである (2九

自動車運送事業は政府規制産業のひとつとされ

るが，この政府規制制度は，消費者の保護，特定
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産業の健全な発展などの社会的，経済的，文化的

目的を達成するために導入されてきた。したがっ

て，この制度の下では，行政が，直接的・間接的

に市場に関与し，市場における事業者間の競争を

人為的に制限するのである。ただし，規制の範囲・

程度は必要最小限度にとどめるとし，競争政策の

例外として位置づけられるのである(28)。

さて，政府規制等の見直しの中で，規制緩和推

進における検討対象分野として，物流関連分野(貨

物運送)，消費者向け財・サービス供給分野(旅客

運送)があげられた。検討対象分野としてあげら

れたことで，自動車運送事業の規制が見直される

ことになり， (旧)道路運送法の改正への運びと

なったのである。

まず，物流関連分野では， トラック運送事業に

おける競争政策上の問題点及び改善の方向として

以下のように指摘された(2九

① トラック運送事業は，我が国の貨物運送にお

いて基幹的な地位を占め，その輸送量は今後も

増加するものと見込まれる。事業者の創意工夫

の発揮いかんにより，さらに一層の需要の増大

が期待できる。

② 一般的に，需給調整を目的として参入規制を

行う意義は，自然独占の性質が認められる事業

(電力，ガス，水道等)について，参入を規制す

ることにより過大な投資を回避することであ

り， トラック運送事業は，事業の性質上，自然

独占に該当するものではない。したがって，過

当競争の防止を目的とする参入規制は撤廃し，

事業者の合理化努力を促すとともに，創意工夫

の発揮を促進すべきである。例外的規定により

何らかの参入規制を行うことについては，必要

最小限のものに限定し，運用基準の明確化を図

るべきである。

③ 運賃規制については，各事業者が運賃設定の

自由を確保することが必要で、あることから，運

賃規制に係わる認可制を撤廃し，事業者の創意

工夫に基づく自主的な運賃設定を促進すべきで

ある。例外的規定についても参入規制と同様に

必要最小限にのものに限定する。ただし，運賃
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の設定については，各トラック事業者が独自に

設定すべきであり，事業者団体が独占禁止法上

問題となるおそれのある行為については，厳正

に対処する。

④ 貨積み，長時間労働の問題は，事故防止，安

全対策，労働規制等の社会的な規制の強制によ

り対応すべき問題である。

⑤規制緩和により競争が活発化することに伴

い，荷主による優越的な地位の濫用した不公正

な取引方法等については，公正取引委員会が厳

正に対処する。

一方，パス事業とタクシ一事業については，消

費者向け財・サービス供給分野の旅客運送事業の

部分で指摘され(30)，以下のようにまとめられる。

パス事業ついては，事業の性質上，採算のとれ

ない路線でも住民生活に不可欠とすれば維持して

いく必要がある。生活路線維持の手段として内部

補助を用いるが，この手段は事業者が採算路線で

の収益確保が不可欠であることから，過度の競争

を回避するために規制を行う必要があるとされて

いる。しかし，採算路線における競争を制限する

ことは，採算路線の利用者に過度の負担を負わせ

ることになり，公平の点からも問題があるとされ

る。したがって，内部補助がやむを得ない面もあ

るが，可能な限り競争を導入し，利用者利益の向

上を図るべきであるとしている。

タクシ一事業については，新規事業者の参入に

ついては，需給要件と資格要件からの免許制がと

られている。免許制による参入規制は，最終的に

は消費者の不利益を被ることの防止であるが，一

方では，既存事業者の既得権益の擁護にもつなが

る。したがって，参入規制の要件のひとつである

需給要件を撤廃することにより，事業者の自主的

な経営判断を可能とし，効率的な事業者の参入の

促進と競争のメリットを利用者に享受できるよう

にするべきなのである。また，価格についての規

制(同一地域・同一運賃)は，競争による生産性

の向上や事業拡大を図ることを不可能にしてい

る。基本的には，事業者の自主的判断による運賃

設定を認めることが望ましく，提供するサービス



の質に応じた多様な運賃設定を可能とし，サービ

ス内容の競争が生じうるようにする必要があると

している。

第3節道路運送法の改正と物流二法の制定

自動車運送事業は規制緩和政策から様々な検討

がなされてきたが，道路運送の分野ではトラック

運送事業を中心に提言されてきた。しかし，トラッ

ク運送事業では，内部的・外部的に変化が起こっ

ていた。

内部的要因としては，路線と区域の区分が暖昧

になってきたこと，宅配便の進出及び新商品の開

発により従来の規制の枠内では対応できなくなっ

てきたこと，複合一貫輸送のように複数の規制に

またがるシステムが増加したことがあげられる。

外部的要因としては，アメリカでの航空および道

路運送にかかわる規制緩和の本格的導入，]Rの誕

生，国際化に伴う新たな対策，労働力不足(自動

車運送事業は，典型的な 3K事業である)などが

あげられる(31)。特に，国際化に伴う対策について

は，国際競争力が問題とされてきた。この問題は，

日本の産業構造が輸出中心であり，国外における

価格競争力があった時は問題にはきれなかった。

しかし，圏内費用(物流費etc.)の高騰が企業の海

外進出を招き，国内の産業空洞化という状況を

作った要因のひとつであるとすれば，圏内の運送

業者の国際競争力が明らかに低いことを示すので

ある。

こうした要因から， (旧)道路運送法の部分的な

改正では対応ができなくなり，法運用は限界に達

していた。昭和63年(1988年)5月，運輸政策審

議会の物流部会で規制緩和について検討に入り，

臨時行政改革推進審議会の答申がなされた。そし

て，平成元年3月 I貨物自動車運送法案」と「運

送取扱事業法案J(物流二法案)が国会に提出され，

同年12月に「貨物自動車運送事業法」と「貨物運

送取扱事業法J (いわゆる I物流二法J)が可決成

立したのである。この「物流二法」のうち貨物自

動車運送事業法の特徴は，以下の通りである。

① 自動車運送事業の事業区分を 3区分(一般貨

自動車運送事業と独占禁止法

物，特定貨物，貨物軽)に整理・統合(第2条)

し，免許制であったものを，一般貨物は許可制，

貨物軽は届出制(第3条)にした。

② 路線と区域の区分の一本化(第2条)。

③ 緊急調整措置の規定の設定(第7条)。

④ 荷主への勧告(第64条)。

⑤ 運賃の認可制から事前届出制に改め，標準運

賃の設定(第 11条)。

こうして， トラック運送事業については，物流

二法の施行により道路運送法から独立した事業法

の枠で運用されることになったのである。

一方，タクシ一事業とパス事業を含む旅客運送

事業については，改正された道路運送法の運用と

なるが，こちらは改正以前の内容とさほど変わっ

ていない。それは，事業の免許制および運賃の認

可制が引き続き残されることになったからであ

る。しかし，法運用の緩和がなされ，その一例と

して，タクシ一事業では，参入や増車の取扱いに

おける需給調整の運用を緩和し，運賃の設定につ

いては個別に判断することになり，事業者の独自

性が認められるようになったのである(32)。

第2章 自動車運送事業と独占禁止法

第 l節 自動車運送事業の独占禁止法適用に対す

る認識

現在の道路運送法や物流二法が適用される以前

から，運送業者には I自動車運送事業は道路運送

法に基づく運輸省の許認可事業であるから独占禁

止法が適用されることはない」という共通認識が

あった。それは， (旧)道路運送法の第21条に独

占禁止法の適用除外規定が設けられており，この

条項について誤った解釈がなされてきたことによ

るのである。しかし，昭和57年以降は，自動車運

送事業における独占禁止法違反が問われる事件が

増加したことから，事業者の独占禁止法に対する

認識の変化が求められることになったのである。

それは，たとえ運輸大臣の認可を受けた運輸協定

による行為でも，カルテノレ等の独占禁止法上の違

法行為が認められば，独占禁止法が適用されると

いうことである。現在の解釈としては，個別事業
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法により政府によって規制を受けている産業でも

独占禁止法が適用される，というのが一般的な理

解となっている(問。

改正された道路運送法および新たに制定された

貨物自動車運送事業法では，独占禁止法の適用除

外の規定が残されている。道路運送法では第四条

に，貨物自動車運送事業法には第 16条に規定され

ており，運輸大臣の認可もしくは命令による協定

等については適用除外とされ，この内容は(旧)

道路運送法と変わりはない。ただし，貨物自動車

運送事業法では同法第 16条の但書において，.不

公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野

における競争を実質的に制限することにより不当

に運賃又は料金を引き上げることとなる場合は，

この限りではない。」として，独占禁止法が適用さ

れる場合を明確にしている。しかし，規制緩和の

影響を受け，貨物自動車運送事業法で独占禁止法

の適用除外とされていた運輸カルテルは廃止され

(平成9年7月)， トラック運送事業は完全に市場

競争へ対応して行かねばならなくなった。一方，

旅客運送事業についても，道路運送法の枠での運

輸カルテルにつき，適用除外制度の範囲を最小限

度に限定し，公正取引委員会との手続規定を整備

することとして，将来的には適用除外制度が廃止

される方向である(判。こうした法規制の変化によ

り，経済的規制の部分が緩和されると，独占禁止

法の適用が強化されることになることから，事業

法をはじめとする法律に対する意識改革が，運送

業者に不可欠となったのである。

第2節政府規制と独占禁止法との関係

(1) 産業組織政策からの枠組み

産業組織政策の枠からみた場合，競争維持政策

と競争制限政策にわけで考えられる。

競争維持政策は，競争制限的な市場構造や市場

行動を除去することにより，望ましい市場成果の

実現を図るものである。競争原理のメカニズムに

よらず，政府が事業者の活動を直接的に規制した

り，事業者の独占や結合を許容することによって，

望ましい市場成果の実現を図るものであるo これ
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は，自由経済体制では，例外的な政策である。こ

の競争制限政策が実行されるのは，以下のような

場合である。

① 独占禁止法適用除外が法的に明確化されてい

る領域(自然独占の領域と競争原理を後退させ

た領域)

② 事業法を運用する過程で競争制限的効果が発

生する領域

③ 行政指導を行った結果，競争制限的効果が生

ずる領域

事業者の活動が規制に服する産業は，公益事業

の分野と事業法をおき規制対象とする分野であ

り，政府規制産業として検討されるのである(問。

自動車運送事業は上記②の範曙に含められ，政府

規制産業のひとつとしてとらえられてきたのであ

る。

(2) 政府規制政策と独占禁止法との関係

政府規制政策と独占禁止法との関係は，競争政

策の観点から見ると対立関係にある。我が国では，

消費者および事業者が自主的な判断に基づき，経

済活動を行うことを原則とする自由経済体制がと

られており，事業者の公正かつ自由な競争の維

持・促進を図ることが基本となっている倒。

しかし，自由な経済活動にのみに任せては解決

しえない問題，資源配分の適正化，安定供給の確

保や特定産業の保護・育成等から，行政当局が民

間の経済活動に政策的に関与することを政府規制

の目的とする。そして，政府が，法令に基づき特

定業種に対して，市場参入，設備，製品，数量，

価格等に対する競争制限措置とその代償措置とを

併せ含むものとして規定するのである。つまり，

競争に適しない産業に，競争制限のための措置と，

競争制限を容認する代償措置としての独占の濫用

抑制措置とを組み合わせることにより，資源の最

適配分がなされ，国民経済の効率性と消費者の利

益保護をはかるのである。したがって，政府規制

は，独禁政策を補完して，市場機構に適さないも

のも競争政策の目的に沿って，国民経済の効率的

観点から運用されるものであるとされてい

る(37)。



一方，独占禁止法の制定目的は，自由競争を回

復させ維持することにより，一定の健全な競争秩

序を形成して，かかる事態に対応せんとする一つ

の方策ととらえられる。公正取引委員会による禁

止・抑制の措置は，私企業に対する競争制限に対

する政策である。

政府規制を政策の方向性という点で整理する

と，政府規制は，参入・退出，市場行動を法令で

制定し，その適合性をチェックし，監視・監督す

ることで，競争秩序の制限をし，公共の福祉の実

現をはかるものである。自動車運送事業のこれま

での規制の在り方からすると， (旧)道路運送法が

とってきた運送事業の免許制は，行政庁の政策的

介入の余地を認め，市場構造の規制あるいは運賃

の認可制を通じて，-不当な競争」を排除すること

が「公正な競争」の確保にあたるとされて行われ

てきたと考えられる(38)。

独占禁止法については，市場メカニズムの維

持・確保のため，その阻害要因を除去するために

監視と排除を行うことから，競争秩序の形成をし，

公共の福祉の実現をはかるものととらえるのであ

る(39)。規制の部分と競争の部分で対立する問題

は，政府規制の程度によるところが大きいために，

望ましい市場成果が実現するような政策が求めら

れ，規制緩和政策もそのひとつなのである。

第3章道路運送法・貨物自動車運送事業法と独

占禁止法

第 l節問題の整理

第2章では，政府の規制政策から自動車運送事

業の独占禁止法との関係を見てきた。では，実際

に問題とされた自動車運送事業における独占禁止

法関連事件について整理すると，以下のように分

けられるのではないかと思われる。

① 事業者の事業計画変更に対する調整行為(制

岡山県トラック協会事件付O)，新潟市ハイヤータ

クシー協会事件(4九群馬県ハイヤー協会事

件付2))

② 運賃・料金に関するカルテル(附福島県トラッ

ク協会事件(日倒神奈川県トラック協会事

自動車運送事業と独占禁止法

f牛(4ぺ群馬県ハイヤー協会事件，側三重県ノてス

協会事件，間大阪パス協会事件)

③ 同一地域同一運賃(料金)に対する是非を問

うもの (MKタクシ一事件，三菱タクシーグ

ループ事件付5))

以上の三つの論点は，現在まで運輸行政の中で，

長年にわたり課題とされてきた懸案事項であり，

様々な議論がなされてきたところである。また，

最近の新たな問題として，流通変革等による利用

者のニーズの多様化との関係で，独占禁止法の優

越的地位の濫用として考慮される事例も現れてき

ており，政府規制等の見直しの中でも，検討項目

として上げられている(第 1章第2節参照)。例え

ば，大阪パス協会事件では，認可運賃を大幅に下

回る額での取引に対し価格カルテルを行なった背

景として，貸切パス市場では旅行業者向け輸送が

中心でありその依存度が大きかったことから，運

賃・料金の改定(引上げ)が困難であったという

事実があった。このことは，運賃・料金決定の主

導権が旅行業者側にあったということであり，実

際の取引が，旅行業者側から一方的なものであっ

たならば，取引上の優越的地位の濫用を問われか

ねないものと考えられる。

それでは，以上にあげた四つの論点に関して，

道路運送法及び貨物自動車運送事業法と独占禁止

法との関係に視点を当て，順次検討していくこと

にする。

第2節事業計画変更に関する考察

新規参入及び事業計画変更については，タク

シ一事業とノTス事業が，現行の道路運送法におい

ても免許制をとっており(道路運送法第4条)，行

政官庁による直接規制がなされている。例えば，

乗合ノTス事業者の数が25年間ほとんど変化がな

いという状態がある(第1章第1節(4)参照)よう

に，既存業者の保護という点から，特に新規参入

については厳しく扱われてきたのである。また，

タクシ一事業については，事業者数が増加したと

はいえ，実際は独立して個人事業者となったもの

がほとんどであって，営業車両の絶対数が変わっ
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たわけではない。タクシ一事業やパス事業への規

制が行われてきた背景には，需給調整の観点から

参入や運賃の規制を行い，無用な競争を避け，運

賃の低下を防止する目的がある。

一方，トラック運送事業は，パス事業やタクシー

事業に比べて参入が多く，そのほとんどは中小企

業である(叫が，トラック業界の市場構造は以前か

ら，かなり競争的であった。このことは，貨物自

動車運送事業法にも反映しており， トラック運送

事業の場合の新規参入及び事業計画変更について

は許可制がとられているが，需給調整機能を廃し，

資格要件のみを判断の対象としているところが，

パス事業及びタクシー事業と異なるところであ

る。

独占禁止法違反事件とされた中で，新潟市ノ¥イ

ヤータクシー協会事件と鮒岡山県トラック協会事

件では，事業者団体である各協会が，会員の増車

や営業所の新設等について協議し，事業者間の調

整を行なった上で，会員にその決定に基づいて申

請をさせていたことを独占禁止法第8条第1項第

4号に違反すると判断された。こうした事業者団

体の行為は，新規参入よる市場変化に対して，利

害対立の調整だけが目的である。問題とされるの

は，事業者団体が供給数量を制限するという市場

支配力を有する点であり，事業者団体の市場支配

力を獲得する行為をとらえて，競争を実質的に制

限していると解するのが，公正取引委員会の考え

方である問。つまり，申請の是非や時期・内容等

について異なった申請をすれば認可される可能性

がある部分が初めから排除されることになるか

ら，もともと申請が認可される可能性が全くない

とか，制限内容と異なる申請が全て却下されるな

どの事情がない限り，少なくとも公正な競争を阻

害するおそれがあると評価できる(州。したがっ

て，道路運送法が個別申請を原則としていること

から，申請内容を調整したり，申請内容について

事前に団体の了承を得ることを求めるような場合

は，そのような申請行為の制限自体を構成事業者

の機能・活動の制限としてとらえるのである。

もう一つは，路線ノTス事業のもつ営業路線への
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参入である。奥道後ノfス事件(49)では，申請された

新規路線が従来から営業中の路線のひとつと競合

したことで，従来から営業している業者が既存利

益を主張したことが発端となって起こった事件で

あった。パス路線についても自然独占が認められ

るかが争点であったが，自動車運送事業には自然

独占は認められないと判断された。近年，路線ト

ラックの運行や長距離ノfス路線には，複数の事業

者による共同運行の形態をとる場合が増えてきて

おり，路線の独占権の考え方は過去のものである。

独占禁止法との関係では，共同運行を行なう事業

者として新規に参加することを制限したり，共同

運行に参加していないことから運送関係施設の利

用が制限されるような事態が発生した場合，独占

禁止法違反(3条前段もしくは8条)となる可能

性があるのではないかと思われる。しかし，事業

者の経営の相違(特に，人件費や設備の規模等の

違いが影響する)により運営形態は変化しており，

独占禁止法の適用はケース・パイ・ケースで判断

せざるを得ないのではないかと思われる。

第3節運賃・料金協定に関する考察

(1) 運賃・料金協定についての概略

運賃・料金の協定は，規制緩和による公正かっ

自由な競争を強化していく中で，今後も市場にお

ける事業者側の競争制限行為として十分に想定で

きる事態である。最近，間福島県トラック協会事

件の審決があるように，規制緩和が進んでいるト

ラック運送事業においても，カルテル事件は現実

化しているのである。現行の道路運送法では，タ

クシ一事業及び、パス事業の運賃・料金については，

認可制がとられているが，今後，貸切パス事業は

届出制に移行され，路線ノてス事業及び、タクシ一事

業は上限価格制を検討する(50)として，運賃・料金

についての規制は緩和もしくは撤廃される方向に

ある。自動車運送事業における運賃・料金は，実

質的には市場で決定される実勢価格になるのであ

る。したがって，今後さらに，運賃・料金のカル

テルなどの独占禁止法上の違反事項については，

同法の適用につき厳しく対処していかねばならな



いのである。

自動車運送事業の運賃・料金のカルテルは，こ

れまでの事件をみると，運賃・料金の値上げと関

係するものがほとんどである。ここでは，自動車

運送事業の運賃・料金の協定が実際に行われるパ

ターンとして，二つに分けて考えてみたい。第ー

には，行政への認可又は届出に係るもの(監督官

庁への申請が行なわれるもの)であり，第二には，

申請とは関係なく複数の事業者により自主的に行

われるものである。どちらの場合も，これまでの

事件からは， トラック協会などの事業者団体が関

係しており，独占禁止法第8条違反として取り上

げられてきたのである。前者の事例は， (f.:!)福島県

トラック協会事件と群馬県ノ、イヤータクシー協会

事件であり，後者の事例は，間三重県ノTス協会事

件，聞大阪パス協会事件，倒神奈川県トラック協

会事件である。

まず，第一にあげた認可申請および届出を係わ

るものの場合であるが，これは前節で検討した参

入および事業計画変更の場合と考え方が似てい

る。認可申請および届出される運賃・料金につい

ても，その運賃・料金を調整したり，事前に了承

することを求めるような場合には，申請行為の制

限自体を構成事業者の機能・活動の制限として独

占禁止法違反とされるのである。第一の事例とし

てあげた事件の法令適用上の違反事実で共通する

ところは，事業者団体が運賃等を決定し，構成員

に対してその決定事項に基いて申請させることで

ある。これらの行為自体は，運賃等の申請前に行

われる調整行為であるから，不当な取引制限とし

て独占禁止法が適用されることに問題はな

い(51)。議論の余地があるのは，第二にあげた認可

申請とは関係なく複数の事業者により自主的に行

われるものであり，こちらの場合は，運賃・料金

の認可を受けた後の営業行為の中で生じるもので

あるから，独占禁止法だけでなく道路運送法等の

事業法からも考慮、されなければならないので，双

方の法律の適用での調整が必要となる。次節では，

第二の事例であげた事件の共通項である運賃遵守

カルテlレについて，独占禁止法と道路運送法及び

自動車運送事業と独占禁止法

貨物自動車運送事業法との関係を重点におき検討

する。

(2) 運賃遵守カルテルの検討

第二の事例であげた三事件につき事実関係にお

ける共通項は，認可運賃以下での取引(実勢価格

による取ヲi)が行われている現状に対して，実勢

運賃を少しでも認可運賃の水準に近づけるため

に，運賃引上げ等の協定を結ぶことである。この

ような運賃協定は，運賃遵守カルテルと言われる

ものであるが，この運賃遵守カルテルについては

様々な見解が存在する。

まず，運賃協定が行われる状況として場合分け

すると，以下のようになるのではないかと思われ

る。

(i) 幅運賃制の場合(トラック運送事業，貸切パ

ス事業)

(a) 認可(基準)運賃の下限を上回る額で協定

運賃が設定される場合

(b) 認可(基準)運賃の下限を下回る額で協定

運賃が設定される場合

(ij) ，-同一地域・同一運賃」の場合(タクシ一事業，

路線ノてス事業→第4節にて検討する。)

以上の場合分けに基づいて，この節では， (j)幅運

賃制の場合につき検討する。幅運賃制については

上述した通り，基準運賃を定めてその額の上下の

一定幅(トラック運送事業は上下10パーセント，

貸切パス事業は上下15パーセント)以内で，事業

者は運賃を自由に設定することができるのであ

る。したがって，この範囲内で設定される運賃に

ついては，自由競争が働くのであって，このこと

は道路運送法及び貨物自動車運送事業法も問題の

ないところである。

(a) 認可(基準)運賃の下限を上回る額で運賃協

定がなされる場合

この部分は細かく見ると，認可運賃の認可幅の

範囲内での協定と，認可運賃の上限を超える額で

の協定に見ることができるが，どちらの場合も独

占禁止法の適用についての見解は一致しているよ

うである。

まず，公正取引委員会の見解を整理する。三重
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県パス協会事件の審決では，道路運送法による認

可制度の下で幅運賃が認められる場合は，事業者

団体により認可幅内で運賃等の協定がされたとき

は，独占禁止法第8条第1項第l号に該当すると

判断した。道路運送法が競争を認める認可運賃の

範囲において運賃協定が行われる場合，その運賃

協定は独占禁止法が適用されるという解釈であ

る。大阪パス協会事件の審決では，認可運賃の幅

の上限を超えた一定の額で運賃等の協定がされた

場合又はその幅の上限を超えた一定の額を上限若

しくは下限として協定がされた場合は，道路運送

法による行政措置がとられ得るし，刑罰による制

裁の方法もある。しかし，道路運送法には課徴金

に相当する制度や独占禁止法ほどの刑罰が用意さ

れておらず，協定を排除する方法の準備もない。

したがって，道路運送法からのみ処分されること

は，独占禁止法違反で課される課徴金や刑罰の適

用を免れ，軽い刑罰しか受けないで済むをいう結

果が生じ，実効性確保を排除する方法が失われる

という事態が想定され，道路運送法からだけの処

分が実質的に合理的であるかは疑問であるとし

て，独占禁止法第8条第1項第1号等の適用を示

唆しているのである。二つの審決の見解を整理す

ると，認可運賃の認可幅内及び認可運賃の上限を

超える部分，つまり，認可運賃の下限を上回る額

でされる運賃協定については，独占禁止法が適用

されるということになる。

一方，学説については，詳しい議論は後述で検

討するが，認可運賃の認可幅内で、の運賃協定につ

いては，運賃協定が競争の実質的制限となること

から，独占禁止法が適用されることに異論はない。

認可運賃の上限額を超える運賃協定については，

認可運賃の上限を超える運賃は道路運送法上違法

であるので，当該事業者に対して運賃変更命令，

刑事告発等の道路運送法上の措置がとられるのと

同時に，独占禁止法を適用し排除措置等を命じて

かまわない聞とする。つまり，認可運賃の下限を

上回る額でされる運賃協定について，独占禁止法

が適用されるということになる。したがって，こ

の部分での運賃協定に対して独占禁止法を適用す
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ることには，公正取引委員会の見解も学説も同一

の見解であると思われる。

(b) 認可(基準)運賃の下限を下回る額で協定が

なされる場合

この部分については，大阪パス協会事件を振り

返りながら検討する。大阪ノfス協会事件で争われ

たところを整理すると，以下のようになる。

被審人側の主張は，以下のようにまとめられる。

認可運賃を下回る運賃等による競争は保護される

競争ではないから，本件決定のような競争を制限

するような合意をしたからといって，その合意に

独占禁止法が適用されるべきではない。認可運賃

等を下回る運賃等の収受は明らかに道路運送法上

違法であり，本件各決定は，認可運賃等の下限を

下回る一定額以下の運賃等の収受をしない旨の共

同行為であって，その違法な範囲の競争を制限(減

少)しようとしたにすぎない。したがって，本件

の各決定は，独占禁止法の一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限するものではないし，独占

禁止法第1条における究極の目的に違反しないと

認められる例外的な場合に該当するからとして，

独占禁止法の適用を否定するのである。

一方，これに対しての公正取引委員会の見解は，

道路運送法上違法であって法的に保護に値しない

との理由で独占禁止法の適用を排除するのは，正

当ではなく，実態に即して，適正な事業活動の維

持，一般消費者，利用者の利益の確保を図るため

に，同法が適用される。本件では，事業者が認可

運賃と異なる運賃等による取引が常態化してお

り，自由に対価を決定して行う取引と全く同様で，

実態として認可運賃等の規制が行われていなかっ

たから，法的に保護される競争がなかったという

ことはいえない。本件各決定に係る競争は，違法

な取引条件についてのものであっても，同法第1

条所定の究極の目的に照らしても，肯定的に評価

できるから，独占禁止法が適用されるとするので

ある。

両者の見解が相違する根拠は，道路運送法上で

違法とされる部分は，自由な競争を否定する範囲

であるから，本来，競争が存在しないところには



独占禁止法を適用することができないと考える

か，あくまでも運賃協定は独占禁止法上の違法行

為であるとするかということであり，後述のよう

な見解の整理が可能である(問。

①カルテル肯定説→認可運賃以下の実勢運賃は，

道路運送法で禁止されたもの

であり，こうした運賃での競

争は，独占禁止法上も保護の

対象にはならない。したがっ

てこれを制限しでも，独占禁

止法の保護法益を侵害せず，

カルテルは違法ではない。

②カルテル否定説→道路運送法は，認可運賃以外

での営業を禁じるが，その趣

旨は，違反運賃を所定の規制

手段で取り締まり得ることを

定めただけであり，これをカ

ルテルで制限することまで認

めたわけではない。実勢運賃

競争を規制する手段は，規制

官庁の取り締まりであり，事

業者聞のカルテノレは許きれな

し当。

カノレテル肯定説をとる見解には，-一般法・特別

法論(54)Jがある。この説では，独占禁止法は原則

的にすべての事業分野に自由な競争のルールを適

用する一般法であり，道路運送法は特別に自動車

運送事業等を規制対象とし，自由な競争に制限を

加える規制を定める特別法であるとする。そして，

特別法である道路運送法が自由な競争を否定する

範囲においては，一般法である独占禁止法の適用

は及ばないとする。しかし，道路運送法も，全面

的に自由な競争を否定するものではなく，一定限

度において自由な競争を委ねる余地を認めかつ要

請しているから，自由な競争を認める範囲におい

ては，一般法として独占禁止法の適用が及ぶこと

になるという考え方である。したがって，認可を

受けた幅の範囲を超えた運賃で競争する自由は否

定され，運賃を下限まで引き上げようとする共同

行為が行われでも独占禁止法の適用がないという

自動車運送事業と独占禁止法

ことになる。本件における被審人の見解はこのよ

うな考え方によるものであるが，道路運送法の違

法状態の是正手段として，運賃遵守カルテルを行

なうことは，道路運送法が認可運賃での取引を強

制している以上，独占禁止法の適用の余地はない

とするのである。実勢運賃が認可運賃より下回る

という道路運送法上の違法状態については，運輸

当局により是正されるべきものである(55)とする。

一方，カルテル否定説をとる場合であるが，こ

ちらはカルテルに対する独占禁止法の適用と道路

運送法の適用との関係で見解が分けられる。

第ーには， ，-(独占禁止法)全面的適用肯定説附」

であり，適用除外規定が明示されていない限り独

占禁止法の適用は可能だとするものである。この

考え方は，問題となっている行為が規制分野に関

するものであることを考慮せずに，独占禁止法所

定の構成要件に該当すれば独占禁止法違反と認定

するのである。したがって，本件における運賃遵

守カルテルは，認可運賃を下回る額で行われたと

いっても，独占禁止法の違法行為として問われる

ことになるのである。しかし，この考え方は，道

路運送法を含めて各事業法が競争政策とは異なる

政策目標を有していることから，独占禁止法の適

用により事業法の目的を達成できないという弊害

の可能性があるということである(問。本件の検討

事項に当てはめると，道路運送法上，実勢運賃競

争は違法であるが，実勢運賃競争を制限するカル

テルを独占禁止法で禁止することは，違法行為を

保護することになり，道路運送法の趣旨とは矛盾

するという指摘ができる。これに対して，カルテ

ルを独占禁止法で禁止することは，道路運送法の

趣旨と矛盾せず，違反運賃を道路運送法で禁止し，

他方で，違反運賃を制限するカルテ/レを独占禁止

法で禁止するのは，十分に合理的なシステムであ

るとする(5九道路運送法では違法運賃を禁止して

も，その是正をカルテルに求めるものではないの

であり，あくまでも，実勢運賃競争については運

輸当局による道路運送法所定の取り締まり手段で

行われるべきであるということになるのである。

第二には，-中間説(59)Jというものである。独占
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禁止法と道路運送法とは，規制対象，保護法益が

異なるから，独占禁止法上の違法性は，道路運送

法上の違法性とは別異に考えるべきであるが，具

体的な違法性判断においては，道路運送法上の規

制も考慮に入れて解釈し，競争秩序に照らして独

占禁止法上の違法性を実質的に判断するというも

のである(60)。この説によると，基本的には，運賃

遵守カルテルは独占禁止法上違法であるが，安全

性や破滅的競争の回避，文化の保護などの競争政

策以外の政策と，独占禁止法が達成しようとして

いる競争政策との比較衡量で，社会の全体的法秩

序からみて認可運賃を維持するためにカルテルを

結ぶことが妥当であると判断されるときは，カル

テルの実質的違法'性は問えないということにな

る(6り。例としては，実勢運賃が不当低価格な状況

で，個別事業者が法的措置を求められない場合に，

適正運賃実現のために自力救済的なものとしてカ

ルテルを結ぶ場合(聞があげられる。

以上の見解から，私見として「全面的適用肯定

説」をとりたい。それは，独占禁止法がカルテ/レ

を禁止するのは，カルテルが競争を制限し消費者

の利益を損ねることと，カルテルが私的な価格管

理をつくりだすことが好ましくないからであ

る(6九カルテノレ実施についての不可欠性が問われ

るのは，ごく例外であり，実勢運賃の引上げ等の

課題に対してカルテルにその解決を求めるのは安

易な方法である。市場価格(=実勢運賃)が認可

運賃から希離していたとしても，事業者が利益を

あげていれば，それは一概に不当な低価格である

とはいえない。確かに，実勢運賃での取引は道路

運送法上違法であるが，監督官庁が運賃是正の指

導を厳しく行っているわけではなく，黙認してい

る状況である。運賃遵守カルテルは，本来，実勢

運賃の是正を目的とするものであるが，現実には，

運送事業者が事業活動上の努力を怠ったまま運賃

を引き上げる手段であるに過ぎない。このような

カルテルは本来あるべき競争を人為的に排除し，

競争のリスクを一般利用者に転嫁するものであっ

て r社会の全体的法秩序」からみて妥当性がある

とは思われない。
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したがって，協定運賃をはじめとするカルテル

行為に対しては，その存在自体を理由に独占禁止

法を適用し，違法性の程度やカルテルが行われた

状況を考慮、してまで正当化する必要はないと考え

る。実勢運賃と認可運賃との乗離の是正は，運輸

行政における道路運送法からの解決州を求める

べきである(問。本件審決では，運賃遵守カルテル

に対する独占禁止法の適用基準を「特段の事情」

としてあげているが，このような基準を設定する

必要はない(附と思われる。

では，トラック運送事業の場合を考えてみると，

トラック運送事業は以前から実質的に厳しい価格

競争が行われており，さらに，規制緩和政策によ

り，貨物自動車運送事業法から独占禁止法の適用

除外の規定が廃止されている。これらのことを考

慮すると， トラック運送事業におけるカルテル行

為はすべて，その合法性を否定されると考えるべ

きである。

結論として，自動車運送事業の運賃遵守カルテ

ルが認容されるのは，独占禁止法上の適用除外と

して認められる範囲にとどまり，カルテルの「公

共の利益」に合致するような効果があるかを基準

として，事業者側がカルテルの不可欠性を立証す

る必要がある(67)。価格管理を許容することとなる

協定運賃等のカルテルについては原則違法である

とし，独占禁止法第3条もしくは第8条第1項第

1号又は第4号が適用されると考える。

第4節 「同一地域・同一運賃(料金)Jの原則に

関する考察

自動車運送事業における運賃・料金については，

運輸省の行政方針から「同一地域・同一運賃」の

原則が採用されてきた。この原則が実施されてき

た理由は，道路運送法は個別申請により運賃・料

金について認可することを原則とするが，経営効

率により各事業者の原価が異なるから，すべての

事業者について個別にこの作業を行えば行政コス

トが非常に大きなものとなる(68)からである。

現実 r同一地域・同一運賃」の原則は，統一的

に運賃を決定することとなり，法律上規定されて



いない基準を設けることに等しいのである。 MK

タクシー事件の判決では， r (道路運送)法は，タ

クシーの運賃についても，適正な競争を認め，事

業者聞にタクシー運賃の差異を生ずることを容認

しているもの」とし r同一地域・同一運賃」の原

則を肯定していないのである。

「同一地域・同一運賃」の原則は，運賃分野の競

争制限に対する評価が問題となるが，道路運送法

第I条の目的規定にある公正な競争の確保をどの

程度まで勘案するかで見解が分かれる。それは，

参入規制・運賃認可制といった規制下においては，

価格競争は否定されるという見解酬と，規制下に

おいても競争多重運賃を認めることにより r競

争」を確保しようとする見解(70)である。

前者の価格競争を否定する見解では，適正原

価・適正利潤の計算が事実上困難であること，サー

ビスの低下および安全J生の低下への行政監督が困

難であること，乗り場等における利用者の混乱が

起こることを理由にあげて r同一地域・同一運賃」

の原則の必要性を主張する(71)。しかし，これらの

理由からその必要性を主張することには疑問が残

るのである。

第一に，適正原価・適正利潤の算出(72)について

である。「同一地域・同一運賃」の原則で一番の問

題となるのは，経営内容の良い事業者まで運賃の

値上げを認めなければならないことである。これ

は，現状の運賃で利益をあげているのにもかかわ

らず，運賃の値上げによりさらに利潤を増加させ

ることになり，値上げされた運賃は適正利潤以上

のものになる(73)のである。本来，すべての事業者

の経費が全く同じであり，どの事業者も同じ価格

であるということは有り得ず，こうした運賃の決

定方法は一種のカルテルであるといわれでも仕方

のないところである。

第二に，サービスの低下及び安全性の低下につ

いてである。本来，事業者は事故を起こせば，利

用者から敬遠されるのであるから，事故発生の低

下に努めるようになる (74)はずである。運賃競争が

行われると，品質が重要な選択要因となるから，

安全性についての規制の強化及び法整備が必要で

自動車運送事業と独占禁止法

ある。決して r同一地域・同一運賃」の原則によ

る統一価格が，安全を保障するとはいえないので

ある。

第三に，タクシーについてであるが，乗り場に

おける利用者の混乱が生ずるかということであ

る。平成9年4月よりタクシーのゾーン運賃制が

導入され同一運賃が撤廃されたが，その後，利用

者の混乱という事態が起こったということは聞か

れないので，問題点としてとりあげる必要がない

と思われる。

以上の理由から，価格競争を否定する見解には

同意し得ない聞ので，この原則の正当性に無理が

あるのではないかと思われる。

結論として r同一地域・同一運賃」の原則を否

定する立場から r競争」を確保する見解をとりた

い。「適d性な」運賃を決定するには，需要と供給の

正確な把握が必要であり，そのための試行錯誤を

認めざるを得ないから，運賃の弾力化が必要であ

る。その結果，運賃が上がることになったとして

も，消費者側が納得しなければならない附し，一

方では，利用者の保護として一定限度の業界規制

が当然に必要となる。しかし，政府がカルテル化

援助や競争制限の方法で業界を保護する{門)必要

はなく，カルテル等の独占禁止法上違法となる行

為を政府が実行することには問題がある。今後，

規制緩和政策の影響による経済的規制の緩和から

価格競争は避けられない以上，価格競争を否定す

ることで業界保護をもたらす「同一地域・同一運

賃」の原則による運賃決定には必然性がないので

ある。

第5節 自動車運送事業の取引関係に伴う独占禁

止法の問題に関する考察一不公正な取引方法と

の関係から

トラック運送事業は，小口多頻度集配，専門化

と多様化，消費者物流の進展，情報化，総合化，

国際化の進展等が，最近の物流サービスの特徴と

してあげられる。特に，メーカーから卸売を経て，

小売業者に至るまでの経路を合理化することで，

メーカー側からの系列化した流通経路が確立さ
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れ，それは r流通系列化」といわれている。流通

系列化は，大手メーカーによる流通システムの構

築がきっかけであるが，その後は流通業界で取り

入れられるようになり，最近では，コンビニエン

スストアにおける商品の定時配送が事例としてあ

げられる。流通システムの変化に対して，物流業

者であるトラック運送事業者は，合理的な物流の

あり方を追求されることになり，費用的に最も有

利なシステムの構築が迫られてきた。それは，物

流業者を系列化におさめるパターン(例えば，物

流子会社の設立)と流通業者が自社内の物流組織

を拡大するパターン(独立部門として組織に確立

する)として現れた。トラック運送事業者は，従

来からの輸送業務を専門に行なえばよいというわ

けにはいかなくなり，輸送以外の業務に対応する

ために，専門的知識や特殊な知識を武器に市場を

細分化する動きや，消費者物流部門(例えば，宅

配便)への業態化などの変化が見られるのであ

る(78)。

こうした情勢の変化のなかで， トラック運送事

業者は様々な重要問題を抱えることになる。まず，

社会的問題として一般的にあげられているのは，

軽油引取税の引き上げや排ガス規制による環境対

策，労働時間の短縮(79)などであり，流通系列化等

の合理化政策の推進を間接的に妨げるものであ

る。

一方，直接的な問題としては，流通業界(特に，

コンビニエンスストア)からのジャスト・イン・

タイム(80)などの調達システムが要請を受けて，そ

の対応へのコスト負担が増加している(特に，輸

送の小口化，多頻度化によるところが大きい)こ

とである(8九トラック運送事業者は荷主から選別

される立場にあり，取引上の主導権は荷主側に握

られることから， トラック運送事業者は荷主側か

らの要請にどう対応するかで，事業者の経営が左

右されるといっても過言ではない。したがって，

トラック運送事業者は取引上少しでも有利になる

ように，過度のサービスを提供しなければならな

い場合も起こりうるのである。こうした状況は独

占禁止法の不公正な取引方法として一般指定14
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項(優越的地位の濫用)の問題となる可能性があ

り，荷主とトラック運送事業者との物流関係の改

善が必要とされるのである。公正取引委員会は，

『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の方針~ (以

下，ガイドラインという。)の中で，第2部第5の

「小売業者による優越的地位の濫用行為」のうち，

r 6，多頻度小口配送等の要請」として公表してい

る。

ガイドラインにある「多頻度小口配送等の要請」

では，独占禁止法上問題となる場合として三つの

基準聞をあげている。これらの基準のなかで r①

多頻度小口輸送を要請し，これによって納入に要

する費用が大幅に増加するため納入業者が納入単

価の引上げを求めたにもかかわらず，納入業者と

十分に協議することなく一方的に，通常の対価相

当と認められる単価に比して著しく低い納入単価

で納入させることとなる場合」が示されている。

小売業者と運送事業者との関係において，この基

準から独占禁止法上違法となる可能性がある場合

として，運賃の買いたたきが該当すると思われる。

ガイドラインでは，多頻度小口配送を行う場合に

は，納入に要する費用が増加するが，小売業者が

一方的に通常の納入単価よりも著しく低い単価で

納入させることとなる場合は，独占禁止法上問題

になるとしている問)。

トラック運送事業の独占禁止法違反の事例で

は，併現申奈川県トラック協会事件が優越的地位の

濫用が問われる可能性があると思われる。トラッ

ク運送事業者と荷主とでは取引上の地位の格差が

大きいことと， トラック運送事業者のほとんどが

中小企業であり荷主への依存度の高いことから，

個別の契約を通じて低く設定された実勢運賃を引

き上げることは実質不可能である。本件は，この

ような事態をうけて，事業者団体を通じた運賃道

守カルテルの実施に至ったものであった。取引関

係の格差等を背景とした自動車運送事業の独占禁

止法違反事件では，岡大阪パス協会事件が同様の

事件としてあげられる。以下では，間大阪ノてス協

会事件につき再度検討する。

岡大阪パス協会事件における運賃遵守カルテル



が行なわれた経緯には，旅行業者に対する取引の

依存度が高いことから，個々の事業者が貸切パス

の運賃・料金の引上げを図ることが困難であった

ということがあげられる。旅行シーズンオフの需

給関係の緩和，各事業者間の価格競争などが理由

にあげられるが，一番問題であるのは，貸切ノfス

事業者と旅行業者における取引上の地位の格差で

ある。貸切ノTス事業者は，旅行業者との取引が大

部分を占めていたという状況から，運賃を安くし

なければ受注できなくおそれがある。そのために，

旅行業者と個別に交渉して運賃を決定する以上，

その運賃は認可運賃を大幅に下回る額になり，そ

の運賃額で取引せざるを得ないのである。この事

件における被審人の主張で注目したいのは i主催

旅行向け輸送については，大手旅行会社から認可

運賃等を大幅に下回って標準運賃等の五割どころ

か三割を切るような低額な運賃等の要求がされ，

その要求に応じないと主催旅行ばかりか手配旅行

その他の旅行も引合いをしないと脅かされたた

め，会員貸切パス事業者はその要求に応じざるを

得ない事態に追い込まれた。」とある。もし，この

主張どおりに考えると，旅行業者の低額な運賃の

要求は，取引条件を一方的に設定するという抑圧

性が明らかである場合(叫に該当するものと考え

られるのではないか。また，貸切パス事業者は旅

行業者との取引が大部分であったという事実は，

相手方の行為者に対する依存度が高く，取引関係

を解消することが実質的に不可能であること (85)

を明確にするものである。認可運賃を大幅に下回

る運賃等が強要された結果，貸切ノTス事業者の経

営が逼迫し，事業の健全性が著しく損なわれてい

たことは，貸切ノてス事業者が不当な不利益を負っ

ていたものととらえられる。したがって，これら

の要件から鑑みると，事件の見方によっては，優

越的地位の濫用として一般指定14項の 3号又は

4号に該当するものとして判断できるのではない

かと思われる。

では，トラック運送事業の場合を考えてみると，

前述であげた配送のジャスト・イン・タイム化や

多頻度小口輸送等の要請は， トラック運送事業者

自動車運送事業と独占禁止法

にとって厳しい要件である。ガイドラインに示さ

れているように，費用負担や多頻度小口輸送に伴

う負担を納入業者に一方的に負わせることのない

よう，その条件について納入業者との聞で十分に

協議することが望ましい酬が，実際には無理なこ

とである。日々の物流活動の中で発生する問題に

ついて，荷主側であるメーカーや小売業者等が十

分認識しているかは疑問であるから，サービスと

コストの関係における合理的処理からのコスト管

理とともに，物流条件の改善がなされることが重

要である(87)。

これまでの自動車運送事業に関する独占禁止法

違反事件としては，運賃・料金や事業者聞の事業

計画変更についてのカルテルが主なものであり，

不公正な取引方法についてはそれほど問題にされ

なかった。それは，行為類型および個別具体的な

ケースごとに市場の競争に与える影響が異なり，

それぞれについてどのような場合に不公正な取引

方法として制限されるかを検討する (88)必要が

あったからである。今後，事業者間の取引関係の

変化により，運賃・料金等の問題は運送事業者側

だけで解決できるものでなく，個別の取引ごとの

問題として対応していかねばならない。したがっ

て，取引当事者間の問題として，取引の優越的地

位の濫用などの不公正な取引方法についてのもの

が多くなると思われる。特に， トラック運送事業

や貸切パス事業については，運賃・料金について

はほとんど市場競争に基づく実勢運賃で取引され

ていることから，課題とされている運賃収受問題

と併せて対応が迫られているのである。

第4章 自動車運送事業の今後の課題

第2章および第3章では，自動車運送事業と独

占禁止法との関係について，過去の独占禁止法関

連事件から自動車運送事業における課題の一部を

模索してみた。自動車運送事業が現在の状況にあ

るのは，過去に業界全体が抜本的に変革するきっ

かけがあったのにもかかわらず，変革を拒絶し杜

会の変化から取り残されたからである。自動車運

送事業の変革のきっかけは， 1972年に物価安定政
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策会議第三調査部会が出した公共料金の自由化政

策の提唱である。そこでは Iトラックなどついて

は，最高運賃の制約をもうけ，そのもとで運賃規

制を弾力化していくべきであるj，I規模の経済性

がさほど大きくないタクシー，区域トラック，通

運などについては，基本的には参入を自由化して

いくことが適切である」，「タクシーに対する参入，

脱退の自由をみとめ，料金水準の規制を緩和する

ことが適切である」等の表現の中に，競争規制政

策に守られた自動車運送事業への批判を通して，

自由化政策推進の姿勢がうかがえるのであ

る(刷。この頃すでに，政府の見解として運輸業に

も市場原理を導入すべきであることが示されてい

たのである。それにもかかわらず，自動車運送事

業がこの時に業界の変革を拒絶したことは，将来

的な見地に欠けていただけのことである。それは，

自動車運送事業は自然独占が認められる事業とし

て，鉄道事業などと同様に考えられてきたからで

ある。鉄道の衰退による自動車運送への転換が，

輸送における代替手段を消滅させてしまうという

結果となったため，自動車運送事業を過大評価す

ることになってしまったのではないかと思われ

る。したがって，規制政策による事業者保護を既

得権益として守り続けた結果が I競争的な市場に

比べて多様化が乏ししかっ，他業種への進出意

欲も小さく，規制に頼って自己の市場を確保する

ことしか考えない体質に陥っている(90)j というこ

とが自動車運送事業の実態なのである。規制緩和

の流れに対応可能である革新的な企業は極少数で

あり，ほとんどの企業は大口利用者の下請的な役

割を担うという形での事業活動であるために，取

引関係上の地位で不利な状況にならざるを得ない

のである。自動車運送事業がこうした状況にある

ことを踏まえ，各運送事業の課題点を検討する。

まず， トラック運送事業であるが，この事業に

おける企業間取引の傾向として，メーカーや流通

業者による流通の合理化の方針に伴う要請からふ

たつあげられる。それは， トラック運送事業者が

自ら商品開発するか，もしくは，複数の事業者と

提携して商品開発するかであり，どちらの場合も
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取引関係が複雑化・細分化されていくものである。

現在， トラック運送事業者に求められていること

は，業種別にみて変動する貨物需要を平準化し，

物流の諸機能を一元化していくという非常に高度

な役割である。例えば，取引先を特定少数から不

特定多数に広げ，混載を進めていく，自社の物流

機能を運送するだけでなく，保管，流通加工など

にも拡大し，多角化を進めていく，もしくは上記

の両方の要件を志向していく必要がある(91)。しか

し， トラック事業者の大部分が中小企業であると

いう現状では，特定の荷主との取引で輸送のみの

役割を担うだけで，下請化・系列化はさらに進む

ことになる。これでは，前節で取り上げたような

取引関係上の問題から，独占禁止法違反となるも

のが発生しうるのである。したがって， トラック

運送事業者の主体的地位を確保するための実力を

つけることが必要不可欠でトあり，そのためには中

小事業者同志が協同化していくこと(カルテル等

を結ぶといった，消極的な姿勢のものではない)

で荷主の要請に対応できる程度の事業規模の拡大

等，抜本的なトラック業界の構造改革が必要であ

ると思われる。

トラック運送事業において個人(一般消費者)

取引の場合は，運送事業者が主体的な立場になれ

ることや運賃・料金が硬直化していることから，

料金収受についての問題はほとんどみられない。

しかし，個人を主体とした商品でも，一部，企業

が利用するようになっており，すべての取引が企

業の場合と個人の場合と分けて対応することが難

しくなってきている。貨物自動車運送事業法では

路線トラックと区域トラックの枠が撤廃され，事

業の拡大や運賃の設定等に対する障害が少なく

なったことは，利用者からの要請に対応していく

上でも，業界における状況改善である。こうした

状況の変化のなかで， トラック運送事業は，業界

の課題とされる企業競争力をつけていかねばなら

ず，厳しい市場競争の存在を認識しなければなら

ないのである。

路線ノTス事業やタクシ一事業の場合は，いわゆ

る生活路線における競争の導入について，路線の



存亡にかかわることから政策課題にもなってい

る。第1章で指摘したように，路線ノfスの経営は，

黒字路線の収益で赤字路線の損益を補填するとい

う内部補助によるが，この経営方法も現在では限

界に来ている。こうした状況の改善のために，国

又は市町村からの補助金等の政策的検討される

が，その補助金についても年々増加し， 1992年に

は約 105億円にまでなっている聞のである。しか

し，利用者の減少が止まらず，路線維持が限界と

なって，パス事業者が不採算路線から撤退してい

るのが現状である。路線撤退後は，市町村へ権限

譲渡され，その後の路線存続は市町村の対応次第

という状況にある(問。路線パスへの競争導入を否

定してきたことの一番の問題は，事業者の経営努

力不足による低生産性の改善がなされないことで

あった。こうした問題への対応方法のひとつに，

パスの代替関係として乗合タクシーの形で転換す

る(附というものがある。これは，需要規模や採算

性などから考慮した対策であり，一応の評価がな

されている。また，不採算路線に入札制を導入(目)

しようという考え方もある。したがって，路線ノT

スへの新規参入等による複数事業者聞の競争が実

現ずれば，パス事業者の合理化努力が自然に行わ

れ，新たな需要の喚起や需給聞のミスマッチの解

消が期待できるのである(附。

生活路線の維持などのおもに過疎地域特有の問

題は，トラック運送事業も抱えている問題である。

しかし， トラック運送事業の場合，宅配便等は取

扱規模の拡大や専用施設による作業効率化等の企

業施策から，利用料金に極端な差異が生ずる状況

にはなっていない。それでも，過疎地域は都市部

から離れていることで，配送距離が長くなる分，

運賃の割り増しで対応する場合もある。このよう

に， トラック運送事業においては，運賃・料金の

設定に柔軟性があるために，一定料金での営業を

強いられる路線ノfス事業やタクシ一事業ほど大き

な問題にはならないでいる。

規制緩和政策の中では，乗合パス事業にかかわ

る需給調整規制の廃止が，生活路線の維持方策の

確立を前提としている(9九生活路線の維持は，事
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業者聞の競争の導入を図りながら，交通政策の一

環として解決していかねばならない問題なのであ

る。そして，生活路線に対しても競争の導入が有

効であるならば，道路運送法による価格規制や「同

一地域・同一運賃」の原則は全く無意味なものな

のである。

最後に，規制緩和における競争政策の強化と独

占禁止法の関係について検討する。

規制緩和政策から自動車運送事業は市場競争が

厳しくなるとともに，自動車運送事業は運輸省の

許認可事業であるから独占禁止法の適用が除外さ

れるという従来の考え方はもはや通用しない。今

後，公正かつ自由な競争を確保し市場機能を発揮

させるということから，独占禁止法における規制

はより厳格に運用されることになる。当然，今ま

で業界内で全く問題とされなかった事業者団体を

中心とした自主規制である，事業計画変更に関す

る協定や運賃・料金に関する協定などは容認され

ないのである。自動車運送事業は企業競争力をつ

けること課題とされているが，この課題に対して，

業界内の企業結合を含めた業界再編がある程度行

なわれることを望みたい。こうした動きが企業間

格差を拡大させ，一部の企業が淘汰される事態に

なっても仕方のないことである。今後，自動車運

送事業者は，-規制に馴れきってしまった企業は，

ヌノレマ湯の状態から厳しい自然環境に移行するこ

とに大きな抵抗を感じることはいうまでもない。

また，旧秩序から新秩序に移行するプロセスでは，

痛みが伴うこともある(附」ということを十分に認

識しなければならないのである。しかし，自動車

運送事業は，許認可による規制が緩和されるため

の取り組み以外にも別な問題を抱えている。一例

として，自動車の排気ガスがもたらす環境問題(叫

があり，この問題は，競争政策及び独占禁止法の

観点とは全く異質なものであり，社会的観点から

例外的規制を行なうことが必要でトある。しかし，

社会的観点から例外的に規制が必要な場合におい

ても，規制内容は本来の規制目的の達成に必要な

範囲内に限定し，また，規制手段も競争制限効果

の少ないものを採用し，できる限り公正かつ自由
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な競争が行われ，市場メカニズムが機能する余地

を残し，消費者利益の確保を図ることが必要であ

る(10九政府による規制が必要とされる場合は，政

府による政策主導でなければ解決できないものに

限られると認識していかねばならないのである。

おわりに

本論では自動車運送事業について，道路運送法

及び貨物自動車運送事業法と独占禁止法の関係を

規制緩和政策と併せて検討してきた。規制緩和政

策の自動車運送事業に対する影響は大きく，一例

としては， トラック運送事業における事業者の参

入が，貨物自動車運送事業法が施行されて以来，

毎年 1，000者近くの事業者が増加し，平成7年末

には 45，000事業者を突破したことがあげられる。

トラック運送事業は参入障壁が低く，新規参入し

やすいことから， トラック運送市場が活性化され

る反面さらに競争が激しくなる傾向にある。運輸

省は，トラック運送事業にかかわる規制について，

「経済的規制は緩和，社会的な規制は強化」という

考え方から，社会・経済情勢の変化に的確に対応

した規制緩和を実施していくことが必要であ

る(101)との見解を出している。しかし，こうした政

策に，事業者側が的確に対応していくことは不可

能である。それは，消費者からの物流に対する要

請と社会的な問題の改善への要請とは相反関係に

あり，たとえ社会的規制の強化が必要であると

いっても，運送事業者は自らを苦しい状況に追い

込んでまで，社会的規制を遵守しようということ

にはならないはずで、ある。規制緩和政策による社

会的規制の強化は，企業の存続に関係する事態に

まで発展する可能性がある(1叫ので，企業の動向

を見極めていかねばならない。しかし，市場競争

が促進されることに対しては，圏内だけでなく国

際的な競争力がトラック運送事業における重要な

課題のひとつであることから積極的に対処してい

くとともに，独占禁止法の理解も求められるので

ある。このことは，タクシー事業やパス事業といっ

た旅客運送に関しでも同様のことと思われる。

最後に，自動車運送事業に携わる者の立場から
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としては，今後顧客との対応が厳しくなり顧客そ

れぞれの要求へ的確に対応していかねば，この業

界に生き残ることは無理であるという現実があ

る。こうした厳しい状況におかれている一方で，

自動車運送事業としては，積極的な市場競争の促

進と市場競争に対処していく上で自らの経営上の

体質強化を図ることが課題とされている。これら

の課題の解決には時聞がかかるであろうが，まず，

輸送という重要な社会的役割を担うという自動車

運送事業の地位の確立が急務であり，運送業界全

体で推進していかねばならないのである。そのた

めには，自動車運送事業全体が市場に対する意識

改革が不可欠であり，運送業界はその試練に立た

されているのである。

(しだ かずたか 日本通運株式会社本社営業部)
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として排除し得るとしている。

(羽根岸・前掲(注54) W公正取ヨ I~ 499号8頁及

び W公正取号 I~ 541号 15頁。

(56) 辻吉彦「認可運賃遵守カルテルと独占禁止法」



『公正取ヲ I~ 499号(1992年)21頁参照。

(57) 泉克幸「認可運賃の下限を下回る額での最低

運賃協定に対する独占禁止法の評価一大阪ノTス

協会審決J W判例時報~1552号(1995年)197頁。

(58) 古城・前掲(注53)21頁。

(59) 舟田正之「事業規制とカルテル一大阪パス協

会事件を中心として J W公正取引~499 号(1992

年) 11~14 頁。

側舟田・前掲(注目) 11~12 頁。

制舟回・前掲(注59)13頁。

(62) 舟田・前掲(注59)14頁。

制古城・前掲(注71)20頁。

側道路運送法から違法と判断する場合は，第99

条の 1号規定にある「第9条第1項又は第61条

第 l項の規定による認可を受けないで，又は認

可を受けた運賃若しくは料金によらない運賃又

は料金を収受した者」として 30万円以下の罰金

に処することになる。また，貨物自動車運送事

業法から違法とする場合は，第76条の 3号規定

にある「第 11条第1項の規定による届出をしな

いで運賃又は料金を収受した者」として 20万円

以下の罰金に処することになる。

制辻・前掲(注56)21頁には r認可運賃制度

が実態として形骸化している場合には，その是

正のための協同行為が許される余地はないとい

うものである。」との見解を示している。

(66) 谷原修身「貸切パス事業者団体による認可運

賃遵守協定一大阪ノfス協会事件一J Wジュリス

ト~ 1081号(1995年)118頁。

(67) 古城・前掲(注53) 22~23 頁。

側井出秀樹「価格規制とその見直しについて」

『公正取号 I~ 520号(1994年)10頁。

(69) 佐藤英善「道路運送法の規範構造と独禁法

-MKタクシー事件判決の検討J W法学セミ

ナー~ 368号(1985年)56~58 頁。またこの中

で，道路運送法と独禁法では，公正な競争のと

らえ方とその確保の方法は必ずしも同一ではな

い。行政庁の政策的介入の余地を認めることに

よって，規制されたなかの競争を通じて，不当

な競争を排除することが公正な競争の確保にあ

自動車運送事業と独占禁止法

たるとの見解を述べている。

(70) 今村成和「道路運送法と競争政策京都MK

タクシー訴訟事件と「一地域一運賃の原則」一」

『公正取号 I~ 416号(1985年)42頁。またこの中

で，道路運送法1条の目的規定にある「公正な

競争を確保する」とは，独占禁止法1条にいう

「公正且つ自由な競争を促進し」にならったもの

であることは明かである。参入規制が存在して

も公正な競争を確保しようというのが主旨であ

るから，その中で競争のメリットをできるだけ

生かすようにすることは可能である。参入規制

を定める道路運送法の中にも，出来るだけ競争

政策をとり入れようとする立法の目的を示した

ものであって，市場を無競争状態におくことは，

明らかに，この規定の趣旨に反するものといわ

ざるを得ないとの見解(一部要約)を示してい

る。

(7U 阿部泰隆「タクシーの運賃認可基準と司法審

査のあり方 MKタクシー判決を契機として

J W判例タイムズ~563号(1985年)8 ~15 頁。

阿部説は，同一地域同一運賃の原則は，例外を

認める柔軟な運用をする限り適法とし，タク

シー運賃の自由化については疑問としている。

仰) 現在の運賃認可は r適正利潤」を配当原資と

いう考え方から自己資本の 10%程度を見込む。

東京では各社平均で売り上げの 2.4%に相当す

る。 (W週間ダイヤモンド~1997.3.29 号， 10頁。)

(73) もちろん，運賃が値上げされれば利用者が減

少する可能性があるので，そのまま単純に運賃

の値上げ分，利潤が増加するといえないことは

当然である。

(74) 中条潮『規制破壊公共性の幻想、を斬る~ (東

洋経済新報社， 1996年) 144~147 頁。

需給調整規制の撤廃と併せて，価格規制やサー

ビスの質についての規制は不必要となるとの見

解である。

(75) 藤原淳一郎 rMKタクシー運賃値下げ申請事

f牛一審判決JW経済法学会年報』第7号(1986年)

137~139 頁。

(76) 岡野行秀「同一地域同一運賃制度は必要か
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タクシー運賃値下申請却下処分取消請求事件

判決に寄せて一j W公正取号 I~ 414号(1985年)

27頁。

仰) 丹宗昭信「ータクシー会社からの道路運送法

8条に基づくタクシー運賃変更(値下)申請に

対し i同一地域・同一運賃の原則」に反すると

してこれを却下した処分が違法とされた事例

京都MKタクシー運賃値下訴訟第一審判決」

『判例時報~ 1157号(1985年)201頁。

(78) 中条潮・山内弘隆「物流の新展開と流通」三

輪芳朗・西村清彦編『日本の流通~ (東京大学出

版会， 1995年) 359~361 頁。

(79) 日通総合研究所『輸送の知識~ (日経文庫

87，1997年)170頁。

(80) ジャストインタイムとは，メーカー側が小売

への流通の効率化をはかることであり，決して，

問屋等への押し付けの道具ではない。つまり，

注文するとすぐに配達されるもしくは一定の時

間に配達されるということではなしあくまで

も，在庫管理の平準化を行うものであり，ある

商品の売れ筋のチェックと売れた分の補充と考

えるべきである。この考え方の基本は，メーカー

側が売れる分のみ生産し，在庫余剰を作らない

ということが前提となるのである。

(81) 野沢健次「物流コスト問題と取引条件」宮沢

健一編『物流革新と流通の新展開~ (東洋経済新

報社， 1993年)133頁。

似) 残りの二つの墓準は i②仕入体制のシステム

に伴って生じる費用の負担額及びその算出根拠

等について納入業者と十分協議することなく一

方的に負担を要請し，納入業者に不利益を与え

ることとなる場合j，i③仕入体制のシステム化

に伴って生じる費用を納入業者が得る利益の範

囲を超えて一方的に納入業者に負担させる場

合」としてあげられている。

剛 山田昭雄ほか編著『流通・取引慣行に関する

独占禁止法ガイドライン~ (附商事法務研究会，

1994年) 225~227 頁。

制実方・前掲書(注51)343頁。

紡) 実方・前掲書(注51)340頁。優越的地位の
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存在の認定する際の前提条件とする。

金子晃ほか『新・不公正な取引方法~ (金子執筆〕

(青林書院， 1983年)227頁では，行為者に対す

る取引の相手方の依存度(あるいは取引先選択

の可能性および程度)が，優越的地位の重要な

判断基準となるとしている。

側ガイドラインでは i多頻度小口配送等の要

請」の(1)考え方で，注22に示している。

制) 野沢・前掲(注81) 138~139 頁。

側) 山本和史「非価格制限行為・流通系列化とそ

の手段」矢部丈太郎ほか監修『流通問題と独占

禁止法 1996 年度版~ (国際商業出版， 1996年)

141頁。

流通系列化の問題点を検討するに当たっての留

意すべき点としてあげている。

(89) 交通学説史研究会編『交通学説史の研究(そ

のII)~ (杉山雅洋執筆)(財団法人運輸経済研究

センター， 1985年)424頁。

(90) 中条・前掲書(注74)59~60 頁。

(91) 長銀総合研究所「効率的な物流システムを目

指して一これからのインフラ・規制・標準化と

企業物流 j W総研調査~ 67号 (1996年)93頁。

(92) (資料)日本ノてス協会「日本のパス事業j，新

納・前掲(注20)226頁。

過疎地域の不採算ノfス路線に対する公的補助は

1966年に始まった。この時は補助額が500万円

であった。乗用車の普及の結果，地域交通市場

において，パスが独占的な交通サービスの提供

者でなくなったという事実が，採算路線の減少

を招き，内部補助システムが不可能な状態に

陥った。そのため， 1970年代に入って補助額は

急増し，現在に至っている。

(93) 館林市が民間タクシー会社に委託する形でマ

イクロパスの運行を行なっていることは，前掲

(注26)参照。

(94) 乗合タクシーについては，前掲(注19)で触

れたような経緯があり，また，昭和63年3月に

は，運輸省から「過疎地域等における乗合タク

シーの導入について」という通達が出されてい

る。この通達では，乗合ノfスと一般のタクシー



との中間的な輸送手段として，……各地域の実

情に応じて弾力的に乗合タクシーの導入を図

る」という内容である。

また，伊藤規子「パス廃止後の交通弱者対策に

ついてJ ~運輸と経済』第 54 巻第 5 号(1994 年)

84頁。

胸中条潮「交通市場における規制緩和の成果

一英国の事例を中心として一J ~公正取引~ 444 

号(1987年)32頁では，英国の地域パスの自由

化についての紹介で，競争政策の成果のひとつ

に補助金の節約効果があることを指摘し，その

要因として不採算路線の減少と入札制の採用を

あげている。

側井口富夫「パス事業の活性化と規制緩和」林

俊彦編『公共事業と規制緩和~(東洋経済新報社，

1990年)315頁。この中でも，不採算路線につ

いては，路線を廃止しパス以外の代替サービス

を導入するか，あるいは競争入札による外部補

助で維持することが適当であろうと述べてい

る。。7) r規制緩和推進計画の再改定について」・前掲
(注34)の中に示されている。

側鶴田俊正「政府規制と競争政策関係依存型

社会からルール型社会への転換一J ~公正取引』

520号((特集政府規制，適用除外と競争政

策J，1994年) 7頁。

側運輸省総務審議官監修 ~1995 日本物流年鑑』

(ぎょうせい， 1995年)52頁。

平成4年(1992年)に「自動車から排出される

窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法J (いわゆる NOx法)が制定

自動車運送事業と独占禁止法

され，大都市地域における使用車種規制を始め

とした対策がなされることになった。ちなみに，

1990年の時点での東京都全域における窒素酸

化物の排出量のうち，約70%が自動車からの排

出であり，そのうちの 65%以上(全体の 47%程

度)は貨物自動車からのものとなっている。

(1ω 政府規制等と競争政策に関する研究会『競争
政策の観点、からの政府規制の問題点と見直しの

方向~ (1994年)6頁。また，金子晃「規制緩和

と独禁法J ~ジュリスト~ 1044号(特集・規制緩

和の課題と論点一第一部基本的論点， 1994 

年)47頁でも指摘されている。

(l~J) 運輸省総務審議官監修 W1996日本物流年鑑』

(ぎょうせい， 1996年) 90~91 頁。

(1ゆ 「自動車から排出される窒素酸化物の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法」

の施行に伴い，排ガス濃度の低いトラックに変

えていくことを義務づけた。また，平成 6年

(1994年)には，トラックの総重量規制が緩和さ

れたこともあり， トラックの買替え需要が起こ

り，全日本トラック協会が最新規制車等への買

替え融資を実施している。しかし， トラックの

買替えは事業者の負担を増加させるだけであ

り，結果的には物流コストを上昇させることに

なる。今後，こうした社会的規制がさらに強化

されると，結果的には，社会的規制の対応で物

流コストも上昇することになるので，これらの

課題への対処は非常に厳しいものがある。中田

信哉編著『物流がわかる事典~ (日本実業出版社，

1996年)65頁，運輸省総務審議官監修・前掲書

(注101)93，98頁及び前掲書(注99)同頁参照。
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